
（平成２５年６月１２日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認東北地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 6 件

厚生年金関係 6 件



東北（宮城）厚生年金 事案 2990 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、その主張する標準賞与

額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認め

られることから、申立人の株式会社Ａにおける標準賞与額に係る記録を平

成 15 年６月 16 日は７万円、同年 12 月 15 日は 24 万 8,000 円、16 年６月

15 日は 29 万 2,000 円、同年 12 月 15 日は 36 万 1,000 円、17 年６月 15 日

は 34 万 1,000 円、同年 12 月 15 日は 38 万 1,000 円及び 18 年６月 15 日は

27 万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 53 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15 年６月 16 日 

② 平成 15 年 12 月 15 日 

③ 平成 16 年６月 15 日 

④ 平成 16 年 12 月 15 日 

⑤ 平成 17 年６月 15 日 

⑥ 平成 17 年 12 月 15 日 

⑦ 平成 18 年６月 15 日 

株式会社Ａから支給された賞与が年金記録に反映されていないことが

分かったので、各申立期間に係る賞与を年金記録に反映させてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①から⑦までの申立人に係る標準賞与額の記録について、申立

人が所持する賞与明細書及び申立人に係る預金口座取引履歴等により、申

立人は、平成 15 年６月 16 日は７万円、同年 12 月 15 日は 24 万 8,000 円、

16 年６月 15 日は 29 万 2,000 円、同年 12 月 15 日は 36 万 1,000 円、17 年

６月 15 日は 34 万 1,000 円、同年 12 月 15 日は 38 万 1,000 円及び 18 年６

月 15 日は 27 万円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主によりそ



れぞれの賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

株式会社Ａは既に解散しており、元代表取締役に照会しても回答が無く、

破産管財人も確認できる資料は無い旨回答しているが、申立期間当時、同

社において経理部門を担当していた元取締役は、「申立期間における夏、

冬の賞与から厚生年金保険料を控除していたが、社会保険事務所（当時）

には賞与に係る届出をしておらず、賞与から控除した厚生年金保険料も納

付していなかった。」と述べていることから、社会保険事務所は、申立人

の主張する申立期間①から⑦までに係る標準賞与額に基づく保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に

基づく厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



東北（宮城）厚生年金 事案 2991 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、その主張する標準賞与

額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認め

られることから、申立人の株式会社Ａにおける申立期間の標準賞与額に係

る記録を 23 万 2,000 円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 51 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 15 年６月 16 日 

株式会社Ａから支給された賞与が年金記録に反映されていないことが

分かったので、申立期間に係る賞与を年金記録に反映させてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の申立人に係る標準賞与額の記録について、申立人が所持する

賞与明細書及び申立人に係る預金口座取引履歴等により、申立人は、23

万 2,000 円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

株式会社Ａは既に解散しており、元代表取締役に照会しても回答が無く、

破産管財人も確認できる資料は無い旨回答しているが、申立期間当時、同

社において経理部門を担当していた元取締役は、「申立期間における賞与

から厚生年金保険料を控除していたが、社会保険事務所（当時）には賞与

に係る届出をしておらず、賞与から控除した厚生年金保険料も納付してい

なかった。」と述べていることから、社会保険事務所は、申立人の主張す

る申立期間に係る標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 



東北（宮城）厚生年金 事案 2992 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、その主張する標準賞与

額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認め

られることから、申立人の株式会社Ａにおける標準賞与額に係る記録を平

成 16 年６月 15 日は 13 万円、同年 12 月 15 日は 46 万円及び 18 年６月 15

日は 42 万 8,000 円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 55 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 16 年６月 15 日 

② 平成 16 年 12 月 15 日 

③ 平成 18 年６月 15 日 

株式会社Ａから支給された賞与が年金記録に反映されていないことが

分かったので、各申立期間に係る賞与を年金記録に反映させてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①から③までの申立人に係る標準賞与額の記録について、申立

人が所持する賞与明細書及び申立人に係る預金口座取引履歴等により、申

立人は、平成 16 年６月 15 日は 13 万円、同年 12 月 15 日は 46 万円及び

18 年６月 15 日は 42 万 8,000 円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

事業主によりそれぞれの賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

株式会社Ａは既に解散しており、元代表取締役に照会しても回答が無く、

破産管財人も確認できる資料は無い旨回答しているが、申立期間当時、同

社において経理部門を担当していた元取締役は、「申立期間における夏、

冬の賞与から厚生年金保険料を控除していたが、社会保険事務所（当時）

には賞与に係る届出をしておらず、賞与から控除した厚生年金保険料も納

付していなかった。」と述べていることから、社会保険事務所は、申立人



の主張する申立期間①から③までに係る標準賞与額に基づく保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に

基づく厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



東北（山形）厚生年金 事案 2993 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認められることから、

申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 15 万円とすることが必要で

ある。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 31 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 15 年４月 30 日 

平成 15 年４月に決算賞与として株式会社Ａから支払われた賞与につ

いて、厚生年金保険の記録に反映されていないとの通知を年金事務所か

らもらった。 

賞与から厚生年金保険料が控除されていたので、賞与の記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の口座明細表の入金記録及びＢ健康保険組合における申立人に係

る標準賞与額の記録から、申立人は、申立期間において、15 万円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は納付したとしているが、これを確認できる関連資料及び

周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの賞与に係る届出を社会保険事務所（当時）に行った

か否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことか

ら、行ったとは認められない。 



東北（福島）厚生年金 事案 2994 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、その主張する標準賞与

額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認め

られることから、申立人の株式会社Ａにおける申立期間の標準賞与額に係

る記録を 10 万 2,000 円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 56 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 17 年 12 月 30 日 

申立期間について、勤務していた株式会社Ａから支給された賞与が年

金記録に反映されていないことが分かったので、申立期間に係る賞与を

年金記録に反映させてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、申立人から提出された通帳及びＢ銀行から提出され

た口座明細表により、申立人は、平成 17 年 12 月 30 日に株式会社Ａから

賞与の支払を受けたことが確認できる。 

また、当委員会以外の年金記録確認地方第三者委員会に対し、株式会社

Ａから賞与の支払を受けたとする複数の同僚が本件と同じく標準賞与額に

ついての申立てを行っており、その調査において当該複数の同僚が提出し

た申立期間に係る賞与支給明細書によると、申立人と同日に賞与の支払を

受け、当該賞与から厚生年金保険料を事業主により控除されていたことが

確認できる。 

しかしながら、前述の複数の同僚から提出された賞与明細書によると、

当時の適正な保険料率（142.88/1000）ではなく、改定前の旧保険料率

（139.34/1000）による厚生年金保険料が控除されており、当該事業所の

経理担当者は、当時の厚生年金保険料の保険料率を覚えていないが、同じ

保険料月額表を使用して従業員の保険料を控除していた旨証言しているこ



とから、申立人についても同様に、申立期間において改定前の旧保険料率

による保険料が事業主により賞与から控除されていたものと推認される。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

に基づき、標準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が

行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額

及び申立人の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることか

ら、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の申立期間に係る標準賞与額については、上記通帳

等に記載されている賞与振込額を基に算出した賞与額及び保険料控除額か

ら、10 万 2,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

株式会社Ａに照会しても回答が無く、このほかに確認できる関連資料及び

周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの賞与に係る届出を社会保険事務所（当時）に行った

か否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことか

ら、行ったとは認められない。 



東北（宮城）厚生年金 事案 2995 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、その主張する標準賞与

額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認め

られることから、申立人の株式会社Ａにおける標準賞与額に係る記録を平

成 15 年６月 16 日は 36 万 6,000 円、同年 12 月 15 日は 30 万 3,000 円、16

年６月 15 日は 46 万円、同年 12 月 15 日及び 17 年６月 15 日は 50 万

3,000 円、同年 12 月 15 日は 53 万 6,000 円、18 年６月 15 日は 33 万

9,000 円、同年 12 月 15 日は 44 万 5,000 円、19 年６月 15 日は 48 万

1,000 円、同年 12 月 17 日は 34 万 2,000 円に訂正することが必要である。

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 32 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15 年６月 16 日 

② 平成 15 年 12 月 15 日 

③ 平成 16 年６月 15 日 

④ 平成 16 年 12 月 15 日 

⑤ 平成 17 年６月 15 日 

⑥ 平成 17 年 12 月 15 日 

⑦ 平成 18 年６月 15 日 

⑧ 平成 18 年 12 月 15 日 

⑨ 平成 19 年６月 15 日 

⑩ 平成 19 年 12 月 17 日 

株式会社Ａから支給された賞与が年金記録に反映されていないことが

分かったので、各申立期間に係る賞与を年金記録に反映させてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①から⑩までの申立人に係る標準賞与額の記録について、申立

人に係る預金口座取引履歴等により、申立人は、平成 15 年６月 16 日は



36 万 6,000 円、同年 12 月 15 日は 30 万 3,000 円、16 年６月 15 日は 46 万

円、同年 12 月 15 日及び 17 年６月 15 日は 50 万 3,000 円、同年 12 月 15

日は 53 万 6,000 円、18 年６月 15 日は 33 万 9,000 円、同年 12 月 15 日は

44 万 5,000 円、19 年６月 15 日は 48 万 1,000 円、同年 12 月 17 日は 34 万

2,000 円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主によりそれぞれの

賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

株式会社Ａは既に解散しており、元代表取締役に照会しても回答が無く、

破産管財人も確認できる資料は無い旨回答しているが、申立期間当時、同

社において経理部門を担当していた元取締役は、「申立期間における夏、

冬の賞与から厚生年金保険料を控除していたが、社会保険事務所（当時）

には賞与に係る届出をしておらず、賞与から控除した厚生年金保険料も納

付していなかった。」と述べていることから、社会保険事務所は、申立人

の主張する申立期間①から⑩までに係る標準賞与額に基づく保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に

基づく厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 




